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【理念・基本方針】

【施設・事業所の特徴的な取組】

保育理念
豊かな愛情をもって子どもひとりひとりを大切にし、安全で安らげる保育環境を創
ります。働く保護者の子育てを支援します。グローバル化が進む現代だからこそ絵
本や会話などの日常保育を通じて異文化に触れ自然に英語が身につくように促して
いきます。

保育方針
子どもたちと一緒に学び、楽しみ・喜び・悲しみ・悔しみを共に感じ、たくさんの
お話をして、聞いて共に育ちます。結果よりプロセスを大事にしていきます。

保育目標
優しくて思いやりのあるこども：自分を愛し大人や友達を愛する人に　遊びと生活
の中から社会生活のルールを身につけ『ありがとう』『ごめんね』が素直に言える
人に　豊かな心を持つこども：自分を十分に表現できる人に　さまざまな体験を通
して感性を育む。
健康で明るいこども：楽しく食べる・遊ぶ・眠る　基本的生活習慣を身につける
幅広い視野をもてるこども：母国への誇りと自信をもてる人に　多様な文化に触れ
る事で自我を尊重し何事にも挑戦する力を身につける。

本園は、高槻市役所からけやき通りを南へ徒歩5分の至便な場所にあるビルの１階
に位置する小規模園です。生後６か月～２歳児を対象としています。

特徴的な取組は
①活動内容の充実
　外国人講師による土曜日以外での英語教育の実施や外部講師によるリトミック
　体操の活動も週１回行っている。
　また食育、料理、フラワーアレンジメントの活動も月１回のペースで行ってい
る。
②給食内容
　オイシックスの食材配達サービスを利用する事によって新鮮な食材を使用した
　栄養バランスに優れ、バラエティー豊かな食材を提供している。
　また、食物アレルギーにも対応し、除去食の提供も行っている。
③乳児から小学校卒業まで継続した英語教育
　系列の認可外保育所　Fab kids やアフタースクールのF kids GRADとの連携を
　行い、乳児から小学校卒業まで継続した英語教育を行う事により卓越した英語力
　を習得する事が出来る。
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◆評価機関総合コメント

◆特に評価の高い点

【総評】

施設は、JR高槻駅および阪急高槻市駅から徒歩約10分、高槻市役所前バス停からは約５
分の至便な立地です。
生後６か月から２歳児までの乳児を対象とする小規模園で、ビルの１階にあるため園庭は
ありませんが、徒歩１０分のところに城西たんぽぽ公園や高槻城公園があります。
認可外保育施設Fab.Kidsと学童保育・アフタースクールF.kids GRADと連携していま
す。
わが子の未来に向けた充実した習い事に熱心でかつ自身の仕事や家族の生活をしっかりこ
なしたいという母親の想いが作った保育園です。
英語や体操、リトミック、右脳教育など、いろんなカリキュラムを用意して、職員は子ど
もたちと一緒に学び、楽しみ・喜び・悲しみ・悔しみを共に感じ、たくさんのお話をし
て、聞いて共に育ちます。結果よりプロセスを大事にしています。

■施設長と園長の双頭体制
マネジメントを総括する施設長と保育現場を統括する園長が協調して経営の安定・改善と
保育の質確保に取り組んでいます。施設長はＩＣＴの導入にも熱心に取り組むとともに、
自らもその活用を図って職員の負担軽減を進めています。

■人材確保と働きやすい職場づくり
様々な取り組みを通して人材確保に努めています。ここでも施設長と園長は協調して職場
環境の改善に努めています。また法人代表が、すこし異なる立場で職員の面談を実施し、
職員の率直な意向を把握して職場環境改善に反映しています。

■職員の育成
研修計画に沿って、充実した研修を行っています。研修に参加した職員は必ずレポートを
作成し、職員間で共有しています。キャリアアップ研修費用を法人が負担していることは
高く評価できます。

■安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制
正職員、非常勤職員を対象に、安全な保育を実施するために必要な研修（ＡＥＤ使用方
法、不審者対応、心肺蘇生法）を年２回、ＳＩＤＳ研修を年１回実施する等、安心・安全
な福祉サービスを提供できるよう充実した研修体制を整備しています。

■環境と多様なプログラムを通して行う豊かな保育
０～２歳児に対して、その発達過程に応じた適切な環境を設え、子どもの主体性を大切に
する保育を実践しています。園内外の多様なプログラムがあり、子どもの探求心を引き出
しながら主体的な活動を支援して豊かな保育を展開しています。

■食への取組
給食サービスの導入で季節感溢れる充実したメニューの給食を提供できており、食育も図
ることができています。嫌いな物については一口チャレンジを促しますが、無理強いしな
いのを基本とし、子どもが楽しく食べることを大切にしています。



◆改善を求められる点

◆第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

・別紙「第三者評価結果」を参照

◆第三者評価結果

■中・長期計画の策定
少子高齢化や育児休暇制度の充実化など、乳児保育利用率を確保することが厳しくなって
います。小規模保育事業所としての健全な運営を継続的に成就していくためには、３～５
年先を見越した中・長期ビジョンを明確化することによって、組織内に共通の理解を構成
する上でも大切です。

■事業計画策定への職員の参画
本園の事業計画は専ら施設長と法人代表が策定していますが、保育所の機能を計画的に充
実・拡大していくためには、職員が計画の意図を理解することが欠かせません。保育現場
職員も社会福祉事業者の使命や地域福祉課題についての広い視野と、経営感覚をもって、
計画策定に組織的に参画していくことが求められます。

■地域とのつながり、地域貢献
社会福祉事業は施設内だけで完結するのでなく、地域の社会資源とのつながり、活用を図
ることが必要です。また、施設が地域にとっての有益な社会資源として地域福祉に寄与す
ることが求められています。地域に開かれた施設として地域との連携を深めることが求め
られます。ボランティアの導入は地域と保育所をつなぐ柱となります。配慮すべきことは
多岐に及びますが、しっかりとマニュアルを定めて取り組むことを期待します。

■標準的な実施方法について見直しをする仕組みのさらなる向上
標準的実施方法を記載したマニュアル「一日の保育の流れF.Kids FIRST」は、年度末に
園長、施設長が検証、見直しについて協議しています。また年度末以外にも、職員会議で
の保育の振り返りの中で必要と判断した場合は改訂していることは高く評価できますが、
今後は改訂時期と改訂内容を記録することを期待します。

■子どもに関する保育の実施状況の記録
保育士が保育に専念できること、また、残業のない働きやすい職場づくりの推進を意図し
て、施設長がＩＣＴの導入を図って全てを記録しています。しかしながら、職員が記録作
業に務めることが、振り返りや気づき、更には保育の質の向上にも繋がりますので、今後
は職員が入力作業を担えるよう、また、職員の入力作業がスムーズにいくよう研修等の取
組みに期待します。

当園と致しましては今回が初めての第三者評価の受審となりましたが、評価を受ける過程
で多くの気付きがあり、また今回の結果を確認させて頂いた事でF.kids FIRSTの小規模
保育園としての長所と至らぬ点を再認識する事が出来ました。保育実践に関わる項目で概
ねAの評価を受けた事に関しては、今まで提供させて頂いた保育に保育者一同自信を持つ
事が出来ましたが、一方で法人としての事業計画の策定、地域社会との交流、地域貢献が
不十分である事が如実に表れた結果となりました。今後は評価結果を真摯に受け止め、改
善に努める事によって現在利用されている、またこの先に利用して頂く園児様、保護者様
に継続して支持して頂ける園である様、対応を行っていく所存です。



評価結果

Ⅰ-１-(1)-① a

（コメント）

評価結果

Ⅰ-２-(1)-① a

（コメント）

Ⅰ-２-(1)-②  経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。 a

（コメント）

＜別紙＞

第三者評価結果

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

小規模保育Ａ型事業 F.Kids FIRST（以下「本園」）の保育理念・保育方針・保
育目標は、冊子に綴って保護者に配布するとともに、ＩＣＴを活用して配信して
います。令和２年４月に定めた「倫理綱領・保育者指針」には、本園の保育目標
や方針の基本的な綱領と、10項目の保育者指針により職員の行動規範が示され
ています。新入職員には入社の際に保育理念・方針のほか倫理綱領・保育者指針
を説明し、毎年度始めの職員会議において職員全体で理念・基本方針を確認して
います。

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-２-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されてい
る。

急速な少子化や育児休暇制度の充実（期間延長）による、乳児保育ニーズの変化
を的確に把握しています。その中で本園では、その充実した乳児教育カリキュラ
ムが好評で、１、２歳児の保育ニーズに好調に応えています。運営主体法人で
は、本園のほかに認可外保育園「Fab.Kids」および学童保育アフタースクール
「F.Kids GRAD」を運営しており、多角的な視点とサービス提供を通して、保
育と子育てに係るニーズを把握するとともに、総合的・補完的な経営分析をして
います。

法人代表、本園施設長（管理者）と園長は、本園をとりまく経営環境の変化を常
に共有して、課題の克服に向けて協働しています。前述したように、０歳児の保
育ニーズが減少しており、０歳児クラスの入園促進が困難となっているなか、入
園要件を従来の月齢６ヶ月以上を３ヶ月以上に改める努力をしています。また本
園は、乳児教育カリキュラムが充実しているという特性について市の理解を得
て、０歳児定員数を減じて１、２歳児定員数を増員することが認可されていま
す。こうした経営努力は、職員にもよく周知されており安心して働けることにも
つながり、離職が極めて少ない職場となっています。



評価結果

Ⅰ-３-(1)-① c

（コメント）

Ⅰ-３-(1)-② c

（コメント）

Ⅰ-３-(2)-① c

（コメント）

Ⅰ-３-(2)-② c

（コメント）

Ⅰ-３ 事業計画の策定

Ⅰ-３-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

単年度の事業計画は策定されていますが、３～５年にわたるスパンの事業計画お
よび予算計画は策定されていません。保育所として、その理念や保育目標を達成
していくうえで、長期的な展望を立てて、それを明文化することが、組織内に共
通理解を形成して、ぶれることなく事業を推進していくために大切です。

 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

単年度の計画は、過年度をふりかえって、その取り組みの継続として立案されて
います。前項目が求めている中長期計画の策定がありませんので、本評価基準項
目は「ｃ」となります。今後は、中長期計画を策定し、これに基づいて各年度の
事業計画および収支計画を策定することを期待します。

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行わ
れ、職員が理解している。

本園の事業計画は、専ら施設長が法人代表と把握した課題や現状認識を相照らし
て策定しています。保育に係る課題については、職員会議の討議を踏まえて施設
長がこれを集約して事業計画に反映しています。園長はじめ職員は、職員会議等
で忌憚なく議論に参加していますが、その取りまとめは専ら施設長が担ってお
り、事業計画の策定や評価・見直しが組織的に行われているとは言えません。施
設長の、マネジメントにかかる主導性は高く評価できるものであり、園長はじめ
保育スタッフの力を保育実践に集中することができていますが、より強靭な組織
づくりという観点では、職員の事業計画策定への主体的な参加を実現していくこ
とが求められます。

 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。

行事計画に限らず、保育所を運営していく事業計画を保護者等に周知する取組は
行われていません。保育所と家庭が協同して子育てを実践していくためには、保
育所の事業計画の主な内容を見える化して保護者等と共有することが求められま
す。



評価結果

Ⅰ-４-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-４-(1)-② a

（コメント）

評価結果

Ⅱ-１-(1)-① a

（コメント）

　Ⅰ-４-(1) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

 保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

毎月の職員会議で保育実践を振り返り、改善課題を抽出して組織内で共有してい
ます。また、職員が年に１回自己評価表を使用して保育所の運営状況の理解度や
自身の保育実践、勤務姿勢など全63項目をふりかえって２段階評価していま
す。施設長は職員の自己評価結果を集約して分析し、保育所としての課題を把
握、その改善方法を検討するとともに、方針を職員に周知しています。ただ、保
育所機能を組織的に評価する仕組みが十分とは言えません。開設して４年を経過
し、漸く体制が整った段階で、他の保育所に先駆けて第三者評価を受審し、その
自己評価に職員が組織的に参画した中で、多くの気づきを得たことは高く評価で
きますので、今後は、今回の第三者評価受審を契機として、組織の運営管理や経
営課題などにも視野を広めた自己評価に取組むことを期待します。

 評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計
画的な改善策を実施している。

前項で評価したように、職員の自己評価分析に基づいて組織の改善課題とその改
善方針が文書化されています。小規模な組織の特性として、職員会議での討議の
活性度や意識の共有は良好であり、施設長の指導の下に、園長以下職員が一丸と
なって改善に取組んでいることは高く評価できます。今後は、明確になった課題
に対して、その改善に時間や予算措置が必要なものについて、目標年限や達成水
準を明記した中長期計画を策定して、計画的な改善を実施する仕組みを構築する
ことを期待します。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ-１-(1) 管理者の責任が明確にされている。

 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図って
いる。

令和５年度運営規定に、施設長（管理者）、園長、保育士および保育補助（英語
講師兼務）などの職務内容を明示しています。有事、あるいは施設長不在時にお
ける管理責任や権限の移譲は防災委員会組織表に記載しています。施設長は組織
内に向けて、自らの想いを文書等で示すことはしていませんが、小規模な事業所
であり、また施設長が常に保育現場に入って保育を補助する中で、施設長として
の想いや責任を示しています。また、定期的に開催する職員会議においては、そ
の司会進行や議事録作成などを担って強力なマネジメントを遂行しています。



Ⅱ-１-(1)-② a

（コメント）

Ⅱ-１-(２)-① a

（コメント）

Ⅱ-１-(２)-② a

（コメント）

評価結果

Ⅱ-２-(1)-① a

（コメント）

Ⅱ-２-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

 保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮してい
る。

本園では、施設長は主にマネジメント、園長は保育実践を担い、互いが不在にな
る時はカバーし合い連携を密にしています。また、施設長自ら、毎日保育の現場
に参加し、課題の把握に努めています。職員は、施設長や園長に相談しやすく、
職員間のコミュニケーションもよくとられています。職員会議では、毎月の議題
として、園児の様子、保育内容の振り返り等について取り上げています。また、
課題がある時は、職員と話し合い改善することにより、より良い保育に繋げてい
ます。

 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮してい
る。

施設長は職員に職員会議を通じて、園の経営状況について報告しています。園で
は、ＩＣＴの活用により、業務内容の効率化、職員の業務の軽減を図り、職員は
余裕をもって、精一杯仕事に従事できる仕組みをつくっています。

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成

 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

施設長は、高槻市保育幼稚園事業課からの情報や、こども家庭庁および厚生労働
省のホームページ（以下「ＨＰ」）の定期的な検索で得る情報を集約して、その
要点を職員に周知しています。収集した法令や社会規範情報等に照らして、本園
の運営規定や保育マニュアルを見直すことを検討しています。「F.Kids FIRST
コンプライアンス規程」を制定して、法令遵守のための具体的な指針を定めて令
和５年期首に施行しており、その中で法令遵守にかかる目的や基本方針、義務、
禁止事項およびコンプライアンス体制や通報・相談処理体制を定めています。

Ⅱ-２-(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、
取組が実施されている。

人員に関しては、「F.Kids FIRST人員体制」に示されている体制を基準として
職員の配置を行っています。人材の確保は、各求人誌、ＨＰでの募集の他に、市
の開催する説明会への参加も行っています。また、高槻市保育士確保支援制度を
利用する事により、必要な人員体制を確保する様にしています。人員の補充が必
要な時には、保育士の確保が出来る様、同法人が運営する連携園や学童、アフ
タースクールと連携し対応しています。

 総合的な人事管理が行われている。

本園における人事管理には理念・基本方針に基づく「期待する職員像」を明確に
しています。給与規定は職員等に周知されています。また、職員の自己評価と、
会社側の評価を踏まえて昇給を行っています。 しかしながら、人事基準（採
用、配置、異動、昇進・昇格等に関する基準）について職員への周知が不十分で
す。職員が将来の自分の姿を思い描く事ができる、キャリアパスの明確化等や職
員の意向や希望を確認する仕組を期待します。



Ⅱ-２-(２)-① a

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-② a

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-③ a

（コメント）

Ⅱ-２-(４)-① b

 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組ん
でいる。

職員の希望を確認し、できる限り本人の意向に沿ったワークライフバランスに配
慮した働き方を実現しています。法人の代表は、定期的に職員との個人面談を実
施しています。清掃員を入れる事によって職務内容を分担化し、過度な残業が生
じない様に対応を行っています。職員の心身の健康については普段から確認を
行っている他、施設内に悩みの相談窓口を設けています。

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

「期待する職員像」は保育者指針に示しています。管理者は普段から職員とのコ
ミュニケーションをとり「期待する職員像」に近づける様にアドバイス等を行っ
ています。職員は、自己評価表（実践における保育の気づきと振り返り、今後の
課題と取組等）を作成し年度末に提出しています。また、研修に参加した職員は
研修報告書（研修内容、研修で学んだこと、園内の取り組みに生かせること）を
書いて提出しています。施設長が面談で職員一人ひとりの目標を確認して育成計
画をつくっていますが、職員には一人ひとりの目標設定は、明確に示されていま
せん。職員の目標が適切に設定されるとともに、進捗状況や目標達成度の確認を
期待します。

 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研
修が実施されている。

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。

職員が時間や場所を問わず受講できる、ＩＣＴサービス会社から提供される園内
研修（動画研修）を積極的に取り入れています。研修の情報は園から職員に伝え
られ、受講を希望する職員は申し出によって研修を受けています。また、一人ひ
とりの研修希望内容を聞き取り、それぞれの特性に着目した育成により、「強
み」を延ばすようにしています。毎年研修計画を作成し、年度末には研修の評価
を行い、次年度の研修計画に活かしています。研修を受講した職員は、研修報告
書を作成することになっており、報告書はファイリングされ、全職員が閲覧して
います。

 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

職員のキャリアアップ研修の費用は本園が負担し、勤務としてカウントしていま
す。キャリアアップ研修の費用を法人が負担し、さらにその時間も勤務扱いとし
ていることは高く評価できます。また、非常勤職員も対象とし研修が受講しやす
いように、日程等のサポートを園が行っています。研修を受講後、研修報告書や
教育・訓練実施記録票を作成し、職員が共有しています。

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

 実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備
し、積極的な取組をしている。



（コメント）

０-２歳児対象の小規模園ゆえに実習生は保育士養成校からの依頼もなく、積極
的に実習生を受入れる取組は実施していません。また、子育て支援員の実習の受
け入れは行っていますが、実習に関して「子どもと遊ばせてください」との依頼
なので、あえてマニュアルやプログラム等は作成していません。実習生受け入れ
の目的や子どもの不利益にならないための留意事項等のマニュアル（文書化）の
整備が望まれます。



評価結果

Ⅱ-３-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-３-(1)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅱ-４-(1)-① a

（コメント）

Ⅱ-４-(1)-② c

（コメント）

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

Ⅱ-３-(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。

 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

ＨＰには保育内容や保育時間等についての記載はありますが、事業計画、事業報
告、予算、決算情報等についての公表は行っていません。施設長は公表の必要性
を理解しており、情報公開するためにＨＰ作成業者と協議中です。第三者評価に
ついては今回初めての受審であり、受審結果後に公表を予定しています。理念や
基本方針等を記したパンフレットは地域に配布はしていませんが、多くの人が利
用する市役所に置き、保育サ－ビスを希望する市民への情報提供に努めていま
す。

 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われて
いる。

代表、施設長、園長は、事務、経理、取引等に関して役割分担の下にお互いが定
期的に確認をし、顧問弁護士が監査、支援等を行っています。しかし、法人が公
正かつ透明性の高い適正な経理・運営を行うためには、経理規程を明文化して法
人の内外に周知することが求められます。　本園における事務・経理・取引等に
関するル－ル内容は職員には十分に周知されていませんが、職員が必要とする保
育環境整備の手順については職員間に理解されています。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-(1) 地域との関係が適切に確保されている。

 子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

「F.Kids FIRST地域との関わりについて（令和６年度）」という文書があり、
方針と取組が記載されています。ただ策定した年月日が記入されておらず、職員
との振り返りや、内容についての確認を行った際には必ず記入する必要がありま
す。同法人の「Fab.Kids」や学童保育の「F.Kids GRADF」の子どもと公園で
遊んだり、高槻市の自然博物館への遠足や地域住民の招待で芋ほりに参加してい
ます。コロナ禍で中止していた「庄所コミュニティセンタ－」で地域のお年寄り
と世代間交流を行う予定です。

 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立
している。

乳児を対象とする本園の特性上、ボランティアを導入することによる保育効果と
リスクを計ると躊躇せざるを得ないと施設長は考えていますが、ボランティアの
導入は施設と地域をつなぐ柱となるものです。そうした意義や目的、施設として
の方針を明文化して職員間で共有するとともに、より効果的かつ安全にボラン
ティアの導入をはかるためにマニュアルの策定が求められます。学校教育に対し
ても協力を考えていますので、意義や目的等を職員と共有し、学校側と協議して
いくことが望まれます。



Ⅱ-４-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-② c

（コメント）

評価結果

Ⅲ-１-(1)-① a

（コメント）

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。

 保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が
適切に行われている。

子どもにとってよりよい保育を提供するためには、保育所内の環境や機能だけで
なく、地域の有効な社会資源の活用が求められます。本園では「高槻市保育に関
する一覧」に関係機関・団体のリストをまとめ、職員の供覧に付していますが、
その周知や関係機関等との定期的な連絡会の開催は十分ではなく、それら機関と
ともに子どもの保育の充実や権利擁護の取り組みを協働して行うことは今後の課
題となっています。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

地域福祉のニーズ等を把握するための取組が行われている。

保育所は社会福祉事業者として、保育所利用者に対する保育事業だけでなく地域
に対する公益的事業の展開も期待されています。そのため、地域の福祉ニーズ等
を把握し、書面化することが必要です。今後、管理者のみならず職員も参画し、
地域の福祉ニーズや課題等の把握に取り組むことが期待されます。制度上保育所
を利用できずに子育てに課題を抱える家庭が少なくありません。そのため、保育
所には、児童福祉の観点から広い視野を持ち、地域福祉にアウトリーチすること
が求められています。

本園の保育理念や保育方針等で子どもを尊重する姿勢を明記していますし、保育
目標や方針の基本的な綱領と10項目の保育者指針により職員の行動規範が示さ
れています。職員一人ひとりが保育理念、保育方針、保育目標、倫理綱領、保育
指針等をファイルして常に確認しています。施設長は年度始めの職員会議で職員
全体に保育理念や基本方針を確認しています。

 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われてい
る。

本園として公益的な事業や活動は、これから社会に対して実施していかねばなら
ないと考えており、乳幼児子育て相談会等を開催したり、専門的な情報を地域に
提供していくことに期待します。地域への積極的な参加の必要性がありますの
で、地域性を踏まえた上での具体的な活動、ねらい等を文書化して計画をたて、
新たな社会福祉課題を模索していくことに期待します。

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

 子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を
行っている。



Ⅲ-１-(1)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-① a

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-② a

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-③ b

（コメント）

Ⅲ-１-(３)-① b

（コメント）

 子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている。

子どものプライバシ－については、「一日の保育の流れ」にそって各取組の留意
事項を職員間で周知徹底しています。職員は子どもの着替え、おむつ交換、トイ
レ使用時においては男女の性差に配慮し、パ－テ－ションを使ってプライバシ－
保護に努めています。保護者には、入園時に子どもの写真を広報誌等に記載する
ことについての是非を確認するともに、他児の映像をＳＮＳ等で外部に出さない
ように注意喚起を徹底しています。

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

 利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供して
いる。

保育理念、保育方針、保育目標のほか、保育の取り組みやルールを冊子に綴って
利用希望者に配布したり、ＨＰで公表しています。保育所見学希望があればその
都度受け入れ、丁寧な説明を行っています。保育所を紹介する資料はカラ－で見
やすく、分かりやすいものになっています。

職員は日々の保育の中で園児の様子を観察し、楽しんでいるか、満足しているか
を確認しています。保護者については、日々の会話、連絡帳の記載内容、年１回
の個別面談等から満足度を確認しています。保護者アンケートで「この園に入れ
て良かった」と全員が回答していることからも満足度が高いことが伺えます。行
事については、連絡帳に感想を書いてくれる保護者もいて、満足度がある程度推
測できていますが、今後は行事後アンケート等を実施し、保護者の満足度や意向
を適確に把握し、行事企画や保育に反映することを期待します。

 保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明してい
る。

入園時、施設長が重要事項説明書に基づいて説明を行い、保護者の意向や理解の
確認をした上で同意書、契約書を交わしています。保育の開始・変更時には、書
類及びＩＣＴ等でお知らせしたり、保護者一人ひとりに声をかけるようにしてい
ます。

 保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行ってい
る。

本園としては保育途中の転園に際しては、転園先への引継ぎ文書を交付していま
せんが、転園先から問い合わせや、保護者からの相談があれば施設長や園長が真
摯に対応するようにしています。転園する子どもの保護者に配布している書類に
は相談窓口としての電話番号と相談担当者２名の名前を記載しており責任を持っ
て対応しています。

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。

 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行ってい
る。



Ⅲ-１-(４)-① a

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-② a

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-③ a

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-① a

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-② a

（コメント）

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

玄関に第三者委員の案内を掲示し、匿名アンケート、意見箱を設置しています
が、利用されたことはありません。これまで大きな苦情はありませんが、「苦情
解決協議結果報告書」を作成して①苦情等の内容、②協議の内容、③苦情解決の
結果を記録し、苦情申立人にフィードバックする仕組みを整備しています。「重
要事項説明書」には相談・要望・苦情窓口について記載し、入園時に保護者に説
明しています。ただ、保護者アンケートでは「第三者委員にも相談できること」
を３割が知らないと回答していますので、更に保護者に周知する試みに期待しま
す。

 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知
している。

玄関に第三者委員の設置の案内を掲示し、入園時に説明して保護者に周知してい
ます。また、職員は登降園時などに、保護者とのコミュニケーションに努め、相
談しやすい雰囲気作りを心がけています。個人情報への配慮が必要な場合等、相
談内容によっては事務所を利用して相談に応じています。

感染症発生時の管理体制については「感染症発生時の組織図」を作成し、職員に
周知しています。また、「感染症マニュアル」には感染症発生時の対応手順を明
記しています。日々、換気、温度管理を小まめに実施し、空気清浄機を使うなど
の予防策を講じています。年に一度、嘔吐物処理法、感染症予防の研修を実施し
ています。感染症発症時にはプライバシーに配慮した上で、ＩＣＴと掲示板で保
護者に通達しています。

 保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応してい
る。

前述の通り、玄関に意見箱、匿名アンケートを設置し、保護者の意見を把握する
仕組みを整備しています。保護者からは、日々の会話の中で相談を受けることが
多いですが、相談については、職員が即答するのではなく、園長、施設長に伝え
協議し、回答を保護者にフィードバックする体制になっていて、全職員が情報を
共有しています。小規模な園であり、園長や施設長が身近にいてすぐに対応でき
るのも利点です。

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメン
ト体制が構築されている。

「事故発生対応マニュアル」を整備し、事故発生時の適切な対応、手順などを職
員に周知しています。毎月の職員会議で、「ヒヤリハット・事故報告書」の事例
を分析、検討し再発防止を図っています。安全な保育を実施するために必要な研
修（ＡＥＤ使用方法、不審者対応）を年２回実施しているほか、心肺蘇生法を園
長が人形を使用して年２回実務指導したり、ＳＩＤＳ研修を年１回実施したりし
ています。職員が安心・安全な福祉サービスを提供できるよう充実した研修体制
を整備していること、非常勤職員も研修を受講していることは高く評価できま
す。

 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を
整備し、取組を行っている。



Ⅲ-１-(５)-③ a

（コメント）

評価結果

Ⅲ-２-(1)-① a

（コメント）

Ⅲ-２-(1)-② a

（コメント）

Ⅲ-２-(２)-① a

（コメント）

 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行って
いる。

施設長、園長と数名のスタッフから構成される防災委員会を設置し、災害発生時
の役割、連絡体制を整備し、事務所に掲示して職員に周知しています。災害発生
時の子ども、保護者、職員の安否確認体制を整備しています。備蓄は３か所に分
散して保管、備蓄リストを作成し、リストには食品の賞味期限を記載し、適宜入
れ替えています。防災計画を作成し、月に一度避難訓練を実施していますが、園
単独での訓練です。今後は姉妹園に限らず、警察、地元自治会などとの連携体制
を整備し、より有益な防災訓練実施の取組を期待します。

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

 保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されてい
る。

日常の保育実施手順を詳細かつ分かりやすく記載したマニュアル「一日の保育の
流れ F.Kids FIRST」を整備し、これを活用して新人保育者を指導しています。
また、毎月の職員会議での保育の振り返りの中で、マニュアル通りに保育が実施
されているか検証し、必要に応じて再度マニュアルを確認するように指導してい
ます。「F.Kids FIRST　倫理網領　保育者指針」を策定し、プライバシー保護
や権利擁護についての姿勢を明示しています。

 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

標準的実施方法を記載したマニュアル「一日の保育の流れF.Kids FIRST」は、
年度末に園長、施設長が検証、見直しについて協議しています。年度末以外に
も、職員会議での保育の振り返りの中で、標準的実施方法が状況にそぐわないと
判断した場合には随時変更する等、保育実施内容をマニュアルに反映していま
す。ただ、見直し時期の記載はありますが、改訂時期の記載はありません。今後
はマニュアルの定期的な見直し時期だけでなく、改訂時期と改訂内容を記録する
ことを期待します。

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

 アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している。

入園時の面談で得た子どもと家庭に関する詳細な情報を基に、職員会議で協議し
て個別指導計画を作成しています。週案は日常の保育の中での気付きをもとに、
フリー保育士の意見も加味し、担任が作成しています。月案は、職員会議での振
り返り、フリー保育士の意見、保護者からの情報を総合して担任が記録したアセ
スメントシートを基に作成し、それぞれ園長、施設長が検討、確認しています。
全体的な計画、年間指導計画は施設長が作成し、担任、園長が検討、確認してい
ます。全体的な計画については、保育目標の具体化と定義しています。



Ⅲ-２-(２)-② a

（コメント）

Ⅲ-２-(３)-① a

（コメント）

Ⅲ-２-(３)-② a

（コメント）

「個人情報保護マニュアル」を作成し、個人情報保護の方針や基本理念、その他
細部にわたる規程を定めています。「重要事項説明書」に個人情報の取り扱い、
「運営規程」に秘密保持についての規程を設け、契約時に保護者に説明し、周知
しています。職員にはマニュアル「F.Kids FIRST個人情報、記録の取り扱いに
ついて」を整備し、職員会議で周知しています。施設長が記録管理責任者となっ
ていて、保育計画はタブレットにパスワードをかけて保管、苦情記録、事故報告
などは紙ベースで５年間厳重に管理保管しています。

 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

週案は週単位で見直し、月案は毎月の職員会議で前月の保育実践の評価・見直し
を実施し、次月の保育の方向性を決定しています。指導案の更新については、全
職員がＩＣＴで確認し、情報共有しています。全体的な計画は年度末、年間指導
計画は10月と３月の職員会議で見直す体制となっていますが、全体的な計画は
ほぼ一定、年間指導計画は状況変化があれば変更するのが園の方針です。

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

 子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で
共有化されている。

個人指導計画については、毎月の職員会議での振り返りを基に施設長が入力後、
担任が確認し、認識の相違があれば、再度変更する仕組みになっています。ⅠＣ
Ｔで全職員が随時情報を確認、共有しています。令和５年度に導入したⅠＣＴで
施設長が個人指導計画、週案、月案、年間指導計画、全体的な計画を入力してい
ます。記録作業は、単に記録するに留まらず、振り返りや気づきに繋がりますの
で、今後は職員が入力作業を担えるよう、また、職員の入力作業がスムーズにい
くよう研修等の取組みに期待します。

 子どもに関する記録の管理体制が確立している。



F.kids FIRST　（エフキッズファースト）

株式会社エフケイ 評価結果

Ａ-１-（１）-① a

（コメント）

Ａ-１-（２）-① a

（コメント）

Ａ-１-（２）-② a

（コメント）

Ａ-１-（２）-③ a

（コメント）

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開

生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのでき
る環境を整備している。

保育室内の温度、湿度、換気、採光、音などの環境は、常に適切な状態に保
ち、１日４回保育室内の温度、湿度、換気等に関しては専用の用紙に記録して
います。広くて明るい保育室で、子どもの遊びや生活がしやすいように、パ－
テ－ションを活用しています。洗面室は明るく清潔で角の無いモノを選び、子
どもが安全に使えるように配慮しています。水遊びは連携園（Fab.Kids）へ
行って実施されています。発達に合わせた玩具を提供し、毎日玩具の消毒を行
い、安全な生活ができるように環境を整えています。清掃は閉園後と食事やお
やつの後に行い、園内が清潔である様に心掛けています。

児童福祉分野【保育所】の内容評価基準

Ａ－１　保育内容

Ａ－１－（１）　全体的な計画の作成

保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達
や家庭及び地域の実態に応じて全体的な計画を作成している。

全体的な計画は、児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法、保育所保
育指針などの趣旨をとらえて作成されています。また、保育所の理念、保育の
方針や目標に基づいて作成されています。全体的な計画や年間計画等はＰＣに
保存され、職員はいつでもタブレットで見る事ができ共有されています。

子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境の整
備、援助を行っている。

子ども一人ひとりの個性を尊重した保育を行っています。子どもの状況につい
ては、日々の保育の中で職員間でコミュニケーションをとり情報を共有し、職
員は常に子どもからの発信を逃がさないように心がけています。職員は常に肯
定的な言葉がけを心がけ、子ども同士のトラブルがあった時などは双方の子ど
もに共感した声かけをして子どもの気持ちに寄り添って適切に対応していま
す。職員会議では、常に保育内容の振り返りを行っています。施設長が保育現
場に入ることによって、手厚い職員配置となり、保育士は余裕をもって子ども
に対応することができています。学習ワークシートでは、子ども一人ひとりの
身体と心の成長に合わせて指導しています。

子ども達の基本的な生活習慣の習得に向けた取組は、年齢に応じた形で実施し
ていますが、家庭環境や個人差を考慮して個別の配慮を心がけています。ま
た、子どもの生活リズムやペースに合わせて保育を行っています。過度の介入
はできる限り避け、子どものできる範囲の事は自分で行うように見守っていま
す。画一的な指導カリキュラムではなく、子どもの成長度合いに応じて「でき
ることをやってもらう」ようにしています。

一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っ
ている。



Ａ-１-（２）-④ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑤ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑥ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑦ －

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑧ a

（コメント）

障がいのある子どもが安心して生活できる環境を整備し、保育の
内容や方法に配慮している。

令和６年度は該当する園児の在籍はありませんが、入園希望者がいれば受け入
れられるように園内外の研修等、学ぶ機会を持っています。過去に障がい児を
受け入れたことがあり、症状に応じて看護師と職員が協力して最善の支援を
行った経緯があり、市の関係機関との連携体制もできています。０～２歳児で
すから、障がい認定を受けていないことが多いのですが、職員は気になる子ど
もについては園長に相談をしたり、一人ひとり丁寧な関わりを持っています。

乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開される
よう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

令和６年度の０歳児は８月生まれが一名のため、保育士は一対一で付き、子ど
ものしぐさ等から気持ちを汲み取って言葉に置き換えたり、スキンシップを大
切にして信頼関係と愛着関係を育んでいます。生活と遊びの中では１歳児クラ
スと過ごすことも多くあり、一緒に探索活動をしたり、模倣活動をして刺激を
受け、楽しく遊んでいます。保護者とは、送迎の際やIＣＴ配信で子どもの様子
を伝えたり、時には子育てについての相談を受けることもあります。

0-2歳児対象の小規模保育事業であるので「非該当」とします。

子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊び
を豊かにする保育を展開している。

３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよ
う適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

子どもの主体性を大切に保育を行っています。一日の午前中は設定保育（プロ
グラム）と午後は自由保育に分け、設定保育では主に英語での遊び等を取り入
れています。また、外遊び・リトミック・クッキング・フラワーアレンジメン
ト・ワークシート等を取り入れた保育を実践しています。外遊びは、近隣の公
園に行って自然とのふれあい、子どもが草花や昆虫など季節や自然を感じられ
る対象に興味を持てる機会を作っています。子どもの発達に合わせた玩具を多
数そろえ、保育室に常設している玩具等と自由保育で遊ぶ玩具等を保育計画に
合わせて入れ替えています。

３歳未満児（１・２歳児）の保育において、養護と教育が一体的
に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

３歳迄の子どもは人格形成の大切な時期であり、一人ひとりの子どもの個性を
尊重して好きな遊びができるように準備をしたり、遊びの中では声が大きくな
りすぎないように表情豊かに語り掛けるようにしています。外部講師によるリ
トミックや体操、簡単なクッキング、フラワーアレンジメント、外構人スタッ
フによる英語に親しむ取組を行い、感性豊かな子どもを育んでいます。自我が
芽生え、育てていく年齢の子どもに対して職員は、気持ちを受け止めることを
大切に保育を行っています。園庭がないので週に１回は近くの公園に散歩に行
き、探索活動を楽しみ、固定遊具等で全身を使って遊んでいます。園外に出た
時には、職員が率先して近所の方々に挨拶をしたり、地域の方々との簡単な関
わりを大切にしています。



Ａ-１-（２）-⑨ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑩ －

（コメント）

Ａ-１-（３）-① a

（コメント）

Ａ-１-（３）-② a

（コメント）

Ａ-１-（３）-③ a

（コメント）

Ａ-１-（４）-① a

（コメント）

それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備し、保育の内
容や方法に配慮している。

 子どもの健康管理を適切に行っている。

嘱託医による内科健診は年に２回、歯科健診は年に１回行っています。その結
果を保護者にはＩＣＴで配信し、職員には会議等で周知しています。食後の歯
磨きは子どもの気持ちを尊重して見守ったり、手伝ったりしますが最終的には
職員が確認をしています。

食物アレルギー児については、年１回、医師の診断書を保護者が提出し、その
情報を職員で共有しています。アレルギー除去食については、調理員が朝、食
材をチェックし、トレー、食器は別にし、配膳はダブルチェックを行うほか、
メニューによっては、席を分離するなど、万全の対策を講じています。アレル
ギー食材の除去解除については、家で食べて大丈夫なら保護者が書類を提出
し、更に保護者に確認後園でも実施しています。アレルギーについては園内研
修を実施し、外部研修（キャリアアップ）受講の機会も設けています。

保護者の勤務時間、通勤時間に合わせて保育体制を整えています。異年齢と一
緒に過ごす時間帯なので、パ－テ－ションを使い、子どもがゆったりと落ち着
いて遊べるように工夫しています。パ－テ－ションの中には色々な玩具を用意
して子どもが主体的に遊びながら関わりを持てるように保育士が見守ったり、
仲立ちをしています。おやつ等の間食の用意はありますが、利用者はいませ
ん。保護者に対しては伝達もれがないようにメモを取ったり、直接伝えたり、I
ＣＴで配信しています。保護者の急な用事や勤務の都合でお迎えの時間変更の
連絡があれば柔軟な対応を取っています。

Ａ－１－（４）　　食事

小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方
法、保護者との関わりに配慮している。

 食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

食事については、無理強いしないのを基本とし、子どもによって量を加減した
り、嫌いな物は全く取り除くのではなく、一口チャレンジを勧めるなど、子ど
もが楽しんで食べることを大切にしています。給食サービス会社から提供され
る教材を使って食育をしていて、食育に出てきた食材が献立の中にあったら、
それを話題にして食への関心を促し、食事を楽しむ等の工夫をしています。離
乳食の進め具合については、担任、園長、保護者が協議して決める体制になっ
ています。

Ａ－１－（３）　　健康管理

 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。

アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの
指示を受け適切な対応を行っている。

0-2歳児対象の小規模保育事業であるので「非該当」とします。

入園時に保護者が作成した「児童票」をもとに、子どもの成長記録・既往症等
の確認と保護者からの話を聴いています。子どもの健康状態に関する情報は会
議で周知しており、必要に応じて報告を行っています。保護者に本園で流行性
疾患等が出たり、健康に関する取組等のお知らせをする場合は、ＩＣＴ配信を
したり口頭での伝達をしています。乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）について
保護者には冊子を配布していますし、子どもの午睡時には睡眠チエックを表に
記入しています。



Ａ-１-（４）-② a

（コメント）

評価結果

Ａ-２-（１）-① a

（コメント）

Ａ-２-（２）-① b

（コメント）

Ａ-２-（２）-② a

（コメント）

Ⅱ-1-（4）-②、③で評価したように、マニュアルの整備に課題はあるものの、
保護者等からの相談や意見にはその内容によっては園長、施設長が対応するな
ど適切に対応しています。今回の第三者評価に伴って実施した保護者アンケー
トによれば、相談等への対応についての評価は極めて高く、保育所との良好な
信頼関係が築かれています。日常的なコミュニケーションを含めて相談内容に
ついては、職員間の申し合わせ等でよく共有されていますが、ただすべてが文
書として記録されてはいません。今後は保護者等の子育てに係る困りごとや悩
みに応えていくために、記録の充実と専門的なソーシャルワークやカウンセリ
ングの対応スキルを高めることが期待されています。

「児童虐待対応マニュアル（令和６年度版）」を作成して、家庭内児童虐待を
早期に発見し予防するための保育所としての役割や着眼点、対応手順、関係機
関との連携方法等を規定しています。同マニュアルには冒頭に、子どもの虐待
相談先一覧表を掲載して、迅速かつ適切な協働体制を構築しています。これま
で、家庭での虐待が疑われる事例はありませんでしたが、法人で「虐待防止対
応規定」を定め、年に１度子どもの虐待防止研修に取組んでいます。

家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対
応及び虐待の予防に努めている。

Ａ-２　子育て支援

子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供してい
る。

保育士は、子どもの登降園時に保護者と交わすコミュニケーションの他、ＩＣ
Ｔアプリを活用して、子どもの家庭での生活状況や体調面の情報、保育所にお
ける生活や保育実践の情報を相互に共有しています。代表が作成する「園だよ
り」は、毎月発行し、保護者ヘはＩＣＴで配信しています。乳児保育において
は、保護者による保育参加は保育実践に与える影響が大きいので控えています
が、動画配信を丁寧に行うほか、年１回の面談を実施して家庭の課題や要望を
受け止め、本園の保育方針の理解も図って、家庭と連携しています。

Ａ－２－（２）保護者等の支援

 保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。

 子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている。

Ａ－２－（１）　家庭との緊密な連携

毎月、調理員、担任、園長、施設長で食事運営会議を実施し、クラスの食事の
様子を共有し、食材の大きさ、提供の仕方等についての意見交換をしていま
す。令和５年度より導入した給食サービスには、季節感溢れるメニュー、行事
食、郷土料理なども取り入れられています。子ども各々が食べた量については
担任が記録しています。全体の残食については、調理員が日報に記録していま
すが、新たに導入した給食サービスのメニューで完食する子ども、お代わりを
する子どもが増え、残食量が減っています。



評価結果

Ａ-３-（１）-① b

（コメント）

評価結果

Ａ-４-(1)-① a

（コメント）

A-2-（2）-②で評価した「児童虐待対応マニュアル（令和６年度版）」や「虐
待防止対応規定」は、保育所内における不適切保育の防止と早期発見にも正し
く取組むことを規定しています。年に２回、人権研修を実施して児童虐待や不
適切保育の発生防止にかかる問題意識を高めています。施設長は常に保育現場
に入って保育実践をサポートしつつ、保育者に不適切な言動がないことを確認
しています。そのうえで、気になることがあれば、適切に注意や助言、話し合
いを行うことによって、不適切な対応の防止と早期発見に努めています。

Ａ－３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行い、保
育実践の改善や専門性の向上に努めている。

Ａ-４-(1) 子どもの発達・生活援助

Ａ-４ 子どもの発達・生活援助

Ａ－３ 保育の質の向上

定期的な職員会議の場で、保育の実践状況を振り返り、個々の取組について専
門性の向上に努めています。また、１-４-（１）-①で評価したように、職員は
年に一度自己評価表を用いて自らの保育実践をふりかえっています。施設長
は、職員の自己評価を集約分析して保育所全体の改善課題を抽出し、組織とし
ての保育の質の向上に努めています。今後は、職員が個々の自己評価結果を互
いに共有して、学び合いの材料とすることにより、チームとしての協調性や協
同性が高まることを期待します。

体罰等子どもへの不適切な対応が行われないよう、防止と早期発
見に取組んでいる。



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

調 査 方 法

利用者（子ども）への聞き取り等の結果

調査対象者

調査対象者数 　　　　　　　　人



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

調 査 方 法 自記式質問紙留置法

保護者全員が、子ども達が園で楽しく過ごしており、この園に入れて良かったと回答していま
す。
園の方針や職員の態度、保育内容その他の各項では、24項目中20項目で8割以上が肯定評価を
しており、そのうち10項目は100％の肯定率を示しています。全体的に見て非常に良好な結果
と言えます。

とくに評価が高いのは【安心・安全な保育】に関わる項目で、全員が全てに肯定評価をしていま
す。
【職員の態度や姿勢】も高評価で、明るく笑顔で接していること、個性を伸ばす指導をしている
ことを評価しています。
【入園時の説明】【行事の日程】【プライバシー保護】【園内の清潔さ】【日頃の情報交換】で
も満点評価になっています。

【保育参観・個人懇談】【保護者の要望の保育内容への反映】については、やや低めの評価に
なっています。
【第三者委員等】については保護者の関心が薄い面もあるでしょうが、認知率が低くなっていま
す。

保護者の要望では、広い空間でのびのび遊ばせてほしい、おむつをサブスクにしてほしいという
声が挙がっています。

利用者（保護者）への聞き取り等の結果

調査対象者 F.kids FIRST 保護者

調査対象者数 　　18　世帯（有効回答数）



福祉サービス第三者評価結果報告書【受審施設・事業所情報】 
における項⽬の定義等について 

 
 
①【職員・従業員数】 

●以下の項⽬について、雇⽤形態（施設・事業所における呼称による分類）による区分で
記載しています。 

 
▶正規の職員・従業員 
・⼀般職員や正社員などと呼ばれている⼈の⼈数。 
 
▶⾮正規の職員・従業員 
・パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託などと呼ばれ
ている⼈の⼈数。 

 
 
②【専⾨職員】 

●社会福祉⼠、介護福祉⼠、精神保健福祉⼠、介護⽀援専⾨員、訪問介護員、理学療法⼠、
作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、保育⼠、社会福祉主事、医師、薬剤師、看護師、准看護師、
保健師、栄養⼠等の福祉・保健・医療に関するものについて、専⾨職名及びその⼈数を
記載しています。 

 
 
③【施設・設備の概要】 

●施設・設備の概要（居室の種類、その数及び居室以外の設備等の種類、その数）につい
て記載しています。特に、特徴的なもの、施設・事業所が利⽤される⽅等にアピールし
たい居室及び設備等を優先的に記載しています。併せて、【施設・事業所の特徴的な取
組】の欄にも記載している場合があります。 

 
 例 

居室 ●個室、2⼈部屋、3⼈部屋、4⼈部屋 等 

設備等 ●保育室（0才児、1才児、2才児、3才児、4才児、5才児）、調乳室、 
洗⾯室、浴室、調理室、更⾐室、医務室、機能訓練室、講堂 等 

 


